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中期目標期間業務実績評価調書：海技大学校 
 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

 
中期目標項目 評定結果 評定理由 意見 

２．業務運営における効率化に関する事項 

（１）組織運営の効率化の推進 

社会ニーズを反映した教育課程の再編並びに養成定員の

見直しを行い、養成定員を５０％程度に抑制するととも

に、教官の弾力的な配置による効率的組織編成と運営を図

る。 

 
Ａ 

 

 

・教育課程の再編を実施し、養成定員の見直し

に努め中期計画どおり平成１２年度の養成

定員（１，７１５名）の５０．７％（８６９

名）に抑制されている。 

・効率的な教育体制が取れるよう学生部、通信

教育部及び図書館を統合した学務部が設置

されている。 

また、教養科教室を廃止するとともに、委託

研修課程、シミュレータ課程へ教官をシフト

し効率的な組織編成と運営が実施されてい

る。 

 

 

 

（２）人材の活用の推進 

教育実施のため必要な役職員を確保するとともに、大学等

の教育機関、民間機関あるいは海事関連行政機関の知見を

活用し、組織の一層の活性化を図るため、これらの機関等

との人事交流を推進する。 
Ａ 

 

・必要な役職員の確保がなされている。 

・独立行政法人海員学校、独立行政法人航海訓

練所、国土交通省及び海事関連企業等と期間

中に２０名の人事交流を実施するという計

画に対し、４３名の人事交流が実施されてい

る。 

 



 

  - 2 -

（３）業務運営の効率化の推進 

船員教育の効果的かつ効率的な実施を図るため、技術の発

展に伴う教育機材等の計画的整備を行うとともに、教育施

設の効率的な運用により、その稼働率の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

 

・期間中に下記の４件のシミュレータ船員教育

システム教材が導入されている。 

 ※舶用ディーゼル主機遠隔操縦シミュレー

タ訓練装置 

 ※オートパイロットシミュレータ 

 ※原油タンカーシミュレータ 

 ※ＬＰＧシミュレータ（ＰＣ版） 

また、主要機材の稼働率は平成１２年度に比

べ６７％向上している。 

 

 

 
 主要機材の稼働率の向上は

顕著であり評価できる。 

 

さらに、委託研修の受け入れにより、社会ニーズへの柔軟

な対応を図りつつ、教育施設の一層の活用を図る。 

 

 

 

 

 

Ａ 

・委託研修課程を新設し、内航船社等からの社

会ニーズに柔軟に対応した結果、期間中５，

７８４名の受講者を獲得でき、教育施設の一

層の活用が図られている。 

 

 

 

また、施設管理業務等の外部委託化を含めた業務運営の効

率化を図るとともに、一般管理費（人件費、公租公課等の

所要額計上を必要とする経費を除く。）について、中期目

標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相

当分に５を乗じた額。）を２％程度抑制する。 

 

Ａ 

・分校の給食業務及び本校の宿日直業務の外部

委託が実施されている。 

また、一般管理費を２％削減した予算におい

て、業務が遂行されている。 
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３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する事項 

（１）船員に対する教育の実施 

独立行政法人海技大学校法第１０条第１号に基づき、船員

に対し船舶の運航に関する高度の学術及び技能の教授を

実施する。 

 

 

Ａ 

 

 

 

・海技士科、海上技術科、講習科その他の課程

において、学術及び技能の教授が実施されて

いる。 

 

 

 

教育の実施に際しては、船員政策の遂行、機器の自動化や

情報技術等の船舶の技術革新、一層の即戦力化や管理能力

の付与等の船員に求められる技術、資質等の変化に対応し

た教育課程の設定を図り、これに基づきシミュレータ教育

の充実による学生等の理解度の向上及び満足度の向上を

図るとともに、卒業生の知識・技術の十分な活用がなされ

るよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

・期間中に、船社ニーズ、「船員法」の改正及

び「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の

確保等に関する法律」等に基づく以下の課程

及び講習等が新たに開設されている。 

 ※海技士科四級海技士科第二 

 ※海技士科三級海技士専攻科 

 ※講習科海技課程航海科六級海技士課程 

 ※船舶保安管理者講習 

 ※海技免許講習 

 ※操船シミュレータ講習 

・海上技術科からの海事関連企業への就職率等

の目標は全て達成されている。 

 

 新たに課程、講習を設置する

など、社会ニーズ等に迅速に対

応していることは評価できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 就職率の目標達成は顕著で

あり評価できる。 

加えて研修等の実施による職員の質の維持向上を図り、よ

り効果的な船員教育を目指す。 

 

 Ａ 

・外航及び内航船舶における乗船研修計画を各

年度毎に策定し、期間中に延べ３０名の教官

に対して、２０件の乗船研修を実施すること

により、船舶の運航技術、運航形態及び荷役

設備等の最新の知識、技能の習得が図られ、

教官の質の維持向上に努めている。 
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さらに教育に関する自己評価体制を構築し、効果的な教育

への反映を図る。 

 

 

 

 

 

Ａ 

・授業改善評価手法委員会による学生に対する

アンケート調査より得られた授業評価等を

各教官に通知すること、及び授業公開の実施

により得られた教授方法の工夫や知見を教

官相互研修会で議論することにより、教育内

容、教育方法の改善、改革に努め自己評価体

制が構築され、教育へのフィードバックがな

されている。 

 

 

（２）研究の実施 

独立行政法人海技大学校法第１０条第２項に基づき、船舶

の運航に関する高度の学術及び技能に関する研究を実施

する。 

 

Ａ 

 

・各年度ごとに研究計画を策定し、その計画に

沿った研究が期間中計６８件実施されてい

る。 

 

 

研究の実施に際しては、機関の目的及び各種シミュレータ

等独自に保有する機材を活かすことを踏まえて、組織的な

研究計画を策定し、共同研究と合わせて研究活動の活性化

を図るとともに、研究成果の船員教育への反映を図る。 

 

Ａ 

・研究活動の活性化を図るため「独立行政法人

海技大学校研究業務評価要領」を制定し、こ

れに基づき自己評価を実施してその結果が

研究計画の策定にフィードバックされてい

る。 

 

 

（３）成果の普及・活用促進 

独立行政法人海技大学校法第１０条第３項に基づき、船員

教育及び船舶運航関係の知識、技術の普及・活用促進を図

るために、研修員の受け入れ及び職員の専門家としての派

遣を推進する等、技術移転等に関する業務の推進を図ると

ともに、関係委員会等へ専門分野の委員等の派遣を推進

し、職員の専門知識の活用を図る。 

 

Ａ 

 

・独立行政法人国際協力機構等からの要請によ

り海外からの研修員受け入れ、船員教育専門

家の派遣等海外への技術移転を実施すると

ともに、学会等関係委員会への職員の派遣を

推進し職員の専門知識の活用が図られてい

る。 

 

 

また、研究成果についても、論文発表、学会発表等を通じ

て船舶運航技術の向上に寄与させるとともに、必要に応じ

て特許等の出願も図る。 

 
Ａ 

・論文発表、学会発表を活発に行うとともに、

研究発表会の実施、研究報告書等の発刊を通

じ、船舶運航技術の向上に寄与している。 

また、研究成果として３件の特許登録と１件

の特許申請（出願中）がなされている。 
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４．財務内容の改善に関する事項 

運営費交付金を充当して行う事業については、「２ 業務

運営の効率化に関する事項」で定めた事項について配慮し

た中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。

また、受託収入の導入等、大学校の業務範囲内において、

自己収入の確保を図る。 

 

Ｓ 

 

 

 

 

・授業料等の改定、委託研修課程等の受講料の

改定を実施するとともに、受託収入等による

自己収入の確保を図り、期間中の自己収入

は、中期計画予算額の１９８％、４８０百万

円が確保された。 

   

 

 

 

 

 自己収入については、中期計

画予算額の倍を確保したこと

は評価できる。 

５．その他業務運営に関する重要事項 

（１）施設・設備の整備 

大学校の目的の確実な達成のため、必要となる施設・設備

に関する整備計画を策定し、効果的な業務運営を図る。 Ａ 

 

 

・計画に従い、以下の施設整備等を実施してい

る。 

 ※本校学生寮空調設備更新 

 ※第三実習実験棟外壁改修 

 

 

（２）人事に関する事項 

  業務運営の効率化を図り、人員の適正配置による計画的な

人員の抑制を図る。 
Ａ 

 

・人員の抑制に努め、期末の常勤職員数を期首

の９４％とする計画どおり、期末の常勤職員

数は８０名となり、計画値が達成されてい

る。 

 

 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 
ＳＳ：中期目標の達成状況として特筆すべき優れた実績を上げている。 
Ｓ ：中期目標の達成状況として優れた実績を上げている。 
Ａ ：中期目標の達成状況として着実に実績を上げている。 
Ｂ ：中期目標の達成状況として概ね着実に実績を上げている。 
Ｃ ：中期目標の達成状況として十分な実績が上げられていない。 

・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



中期目標期間業務実績評価調書：海技大学校  
総合的な評定 

 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

ＳＳ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ  

評点の分布状況 
（項目数合計：１６項目） 

 
 

 
３項目 

 
１３項目 

 
 

 
 

 
総 合 評 価 

 
（中期目標の達成状況） 

中期目標の各項目について、着実に実績を上げていることが見受けられる。特に数値目標に関しては、

主要機材の稼働率をはじめ、自己収入の確保など、それぞれの数値目標を大幅に超える実績を上げており

評価できる。 
また、中期目標全般について、その目標は達成されている。 
 

（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

特になし 

（その他推奨事例等） 

船舶保安管理者講習、新三級海技士課程をはじめ、操船シミュレータを用いたＢＲＭ訓練やＰＥＣ講習

など、海運政策や内航、外航業界のニーズに対して、迅速に対応してその成果を上げていることについて

評価できる。 

 

総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

 

Ａ 

 

（評定理由） 

 業務運営の効率化及び業務の質の向上に関する取り組み等につい

ては、第一期中期計画に掲げた各目標を着実に推進し、改善策など

的確に実施されている。 

 また、第二期中期目標期間における取り組みについても、前進的

に実施している。 

 


